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「過重労働解消キャンペーン」を 11 月に実施します 

～ 併せて「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催 ～ 
 

 東京労働局（局長 美濃芳郎）では、11 月の「過労死等防止啓発月間」に、過労死等の現状

やその防止について考えるシンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組を行います。

この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性に

ついて国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため毎年 11月に実施しています。 

月間中は、都内の労働基準監督署において長時間労働の削減等に向けた重点的な監督指導を

行うほか、11 月３日（金・祝）に労働基準監督官が過重労働等に関する相談を無料で受け付け

る「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、11月 21 日（火）に杉並区において「過労死等防止

対策推進シンポジウム」を開催します。 

 

■「過重労働解消キャンペーン」の概要 
 

１ 重点監督の実施 
以下の事業場に対して、長時間労働の削減、過重労働による健康障害の防止及び労働時間

管理の適正化等を図るための重点監督を実施します。 

なお、監督指導の実施に当たっては、必要に応じ夜間の立入りを実施し、重大又は悪質な

違反が認められた場合には、送検し、公表します。 

・ 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報

から時間外・休日労働時間数が 1か月当たり 80時間を超えていると考えられる事業場等 
 

・ 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若

者の「使い捨て」が疑われる企業等 

 

２ 労使団体等への協力要請の実施 
キャンペーンの実施に先立ち、都内の労使団体（181 団体）に対し、直接手交又は郵送に

より協力要請を行います。 

 

３ ベストプラクティス企業への職場訪問の実施 
東京労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス

企業」やそれに協力する取引先企業等に訪問し、意見交換を行い、取組事例を紹介します。

本年度は、令和６年４月１日から時間外労働の上限規制の適用を控えている、建設業や道路

貨物運送業の事業場やその協力企業等を対象とすることを予定しています。 

※ 詳細は、追ってお知らせします。 

 

令和５年 10 月 20 日 

【照会先】 
東京労働局労働基準部監督課 

監 督 課 長  瀨戸 邦央 

主任監察監督官  木村 恭巳 

電話  03－3512－1612 
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４ 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日の実施 

11 月１日（水）から 11月７日（火）（11月４日（土）、５日（日）を除く。）を過重労働相

談受付集中期間とし、下記の窓口にて過重労働解消に係る労働相談と労働基準関係法令違反

が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。また、11月３日（金・祝）に「過重労働

解消相談ダイヤル」（無料）を設置し、労働基準監督官が長時間労働や過重労働などの労働相

談に対応し、監督指導につなげます。 
 

                《過重労働解消相談ダイヤル》 

   ・電話相談日時：令和５年 11 月３日（金・祝）９：00～17：00 

   ・フリーダイヤル：０１２０－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

 

 

《過重労働相談受付集中期間における相談窓口》 

      ・東京労働局・都内の労働基準監督署（開庁時間 平日８：30～17：15） 

       ※各連絡先は東京労働局のホームページに掲載しています。 

      ・労働条件相談ほっとライン【委託事業】 

       ０１２０－８１１
は い ！

－６１０
ろ う ど う

（フリーダイヤル） 

       （相談受付時間：月～金 17：00～22：00、土日・祝日９：00～21：00） 

   

５ 過重労働解消のためのセミナーを開催します 
 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から 1月を中

心に、会場又はオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」（委託事業）を実施

します。（事前予約制で参加費無料です。詳細は下記ホームページをご覧ください。） 

 

  〔専用ホームページ〕https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/ 

■過労死等防止対策推進シンポジウムの概要 

有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にもご登壇いただき、過労死等の現状や課題、防

止対策について探るシンポジウムを以下の会場で開催します 

 

● 東京会場 

日 時：令和５年 11月 21 日（火）  14：00～16：30 

場 所：ワイム貸会議室 荻窪 ２階  

（東京都杉並区上萩１－16－16 ユアビルⅠ [2 階]） 

（参加は無料ですが、事前の申込みが必要です） 

 Ｗｅｂからの申込： http://p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_tokyo.html 

 

     なお、シンポジウムは千代田区においても下記のとおり開催します。 

● 東京中央会場 

日 時：令和５年 11 月８日（水）  14：00～17：00 

場 所：イイノホール（東京都千代田区内幸町２－１－１ 飯野ビルディング） 

https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/
http://p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_tokyo.html

